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一

は
じ
め
に

「
外
国
人
犯
罪
」
と
は
何
か

（
１
）
本
稿
で
い
う
外
国
人
犯
罪
の
定
義

現
在
、
わ
が
国
で
「
外
国
人
犯
罪
」
と
呼
ば
れ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
案
を
含
ん
で
い
る

(

�)

。
最
も
広
い
意
味
で
は
、
不

法
入
国
者
や
不
法
滞
在
者
の
ほ
か
、
外
国
人
労
働
者
ま
た
は
外
国
人
留
学
生
な
ど
の
一
時
的
に
滞
在
す
る
来
日
外
国
人
だ
け
で
な
く
、

日
本
に
定
住
す
る
外
国
人
が
引
き
起
こ
す
犯
罪
現
象
の
全
般
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
す
で
に
日
本
国
籍
を
取
得
し
た
場
合

は
も
ち
ろ
ん
、
戦
前
か
ら
わ
が
国
に
居
住
す
る
在
日
外
国
人
に
つ
い
て
は
、
統
計
上
、
他
の
日
本
人
と
区
別
し
て
検
討
す
る
必
要
性
に

乏
し
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
人
々
の
犯
罪
検
挙
件
数
は
、
日
本
国
籍
の
あ
る
帰
化
外
国
人
お
よ
び
外
国
人
登
録
者
の
い
ず
れ
に

あ
っ
て
も
、
日
本
人
一
般
が
犯
罪
を
す
る
割
合
と
比
べ
て
、
ほ
と
ん
ど
差
異
が
な
い
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
彼
ら
が
日

本
国
籍
を
取
得
し
て
い
る
場
合
に
は
、
統
計
上
も
区
別
す
る
の
は
困
難
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
犯
罪
学
上
の
特
徴
を
見
出
す
こ
と
は

で
き
な
い
。
せ
い
ぜ
い
、
警
察
当
局
の
取
調
べ
を
受
け
た
時
点
で
、
た
ま
た
ま
犯
人
の
出
身
国
が
判
明
す
る
程
度
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、

定
住
外
国
人
に
よ
る
犯
罪
は
、
彼
ら
を
取
り
巻
く
内
国
環
境
の
問
題
と
し
て
処
理
す
べ
き
事
柄
で
あ
り
、
今
回
の
研
究
対
象
か
ら
除
外

し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
近
年
、
国
民
の
体
感
治
安
を
著
し
く
低
下
さ
せ
る
一
方
、
警
察
の
取
締
上
も
喫
緊
の
課

題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
不
法
入
国
者
や
不
法
滞
在
者
を
中
心
と
し
た
「
来
日
外
国
人
」
に
よ
る
犯
罪
で
あ
る

(

�)

。
し
た
が
っ
て
、
本
稿

で
は
、
そ
の
分
析
と
抑
止
の
対
象
を
、
前
述
し
た
意
味
で
来
日
外
国
人
の
犯
罪
に
限
定
し
た
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。

論 説

（
１
）
犯
罪
現
象
の
推
移
と
刑
事
規
制
の
限
界

（
２
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予
備
軍
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罪
ネ
ッ
ト
ワ
ー
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の
分
断
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（
２
）
来
日
外
国
人
犯
罪
の
分
類

さ
て
、
外
国
人
犯
罪
者
の
中
で
も
、
最
近
は
、
始
め
か
ら
犯
罪
目
的
で
来
日
す
る
場
合
が
少
な
く
な
い
。
こ
れ
ら
の
職
業
的
犯
罪
者

に
対
し
て
は
、
入
国
審
査
を
厳
し
く
す
る
な
ど
、
水
際
対
策
を
強
化
す
る
の
が
最
善
の
方
法
で
あ
ろ
う

(

�)

。
そ
の
た
め
に
は
、
諸
国
間
で

犯
罪
者
情
報
を
交
換
す
る
な
ど
、
国
境
を
越
え
た
捜
査
協
力
や
国
際
司
法
共
助
が
、
実
効
性
の
あ
る
出
入
国
管
理
の
前
提
条
件
と
な
っ

て
く
る

(

�)

。
こ
れ
に
対
し
て
、
た
と
え
不
法
入
国
や
不
法
滞
在
に
あ
た
る
場
合
に
も
、
当
初
は
犯
罪
目
的
を
も
っ
て
お
ら
ず
、
単
に
就
労

や
就
学
の
目
的
で
入
国
し
た
後
、
何
ら
か
の
事
情
で
犯
罪
者
へ
転
落
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
む
し
ろ
、
日
本
国
内
で
必
要
な
犯
罪
対

策
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
外
国
人
労
働
者
と
し
て
定
住
権
を
与
え
ら
れ
た
人
々
が
、
入
国
後
に
ト
ラ
ブ
ル
を
起
こ
す
場

合
に
は
、
な
ぜ
彼
ら
が
当
該
犯
罪
行
動
に
至
っ
た
の
か
を
、
刑
事
政
策
的
な
見
地
か
ら
解
明
す
る
必
要
が
あ
る

(

�)

。
す
な
わ
ち
、
前
述
し

た
意
味
の
来
日
外
国
人
が
、
日
本
国
内
で
犯
罪
者
に
転
化
す
る
要
因
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
将
来
の
犯
罪
抑
止
に
つ
な
げ
る
べ
き
で
あ

る
。
そ
の
際
、
各
種
の
統
計
資
料
か
ら
窺
わ
れ
る
範
囲
に
と
ど
ま
る
と
は
い
え
、
来
日
外
国
人
犯
罪
の
特
徴
を
抽
出
し
て
、
彼
ら
の
出

身
国
や
出
身
地
の
ほ
か
、
犯
行
に
至
る
経
緯
な
ど
の
諸
要
因
を
分
析
す
る
こ
と
が
出
発
点
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
不
法
入
国
・
不
法
滞
在
に
伴
う
入
管
法
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
）
違
反
や
外
国
人
登
録
法
違
反
な
ど
の
検
挙
件
数

に
つ
い
て
は
、
本
研
究
に
お
け
る
主
要
な
分
析
対
象
か
ら
除
外
し
て
お
く
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
特
別
法
犯
の
数
値
は
、
入
管
当

局
ま
た
は
警
察
の
取
締
方
針
や
実
施
体
制
に
よ
っ
て
大
き
く
左
右
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
ま
た
、
お
よ
そ
日
本
国
籍
を
も
つ
人
々

に
は
適
用
さ
れ
な
い
と
い
う
意
味
で
、
来
日
外
国
人
だ
け
に
生
じ
る
犯
罪
現
象
で
あ
っ
て
、
日
本
人
と
比
較
対
照
す
る
方
法
で
、
そ
の

特
徴
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
不
法
入
国
・
不
法
滞
在
者
の
存
在
そ
れ
自
体
が
、
た
だ
ち
に
地
域
社
会
の

治
安
を
悪
化
さ
せ
る
わ
け
で
は
な
か
ろ
う

(

�)

。
む
し
ろ
、
近
年
に
お
け
る
国
民
の
体
感
治
安
の
低
下
、
ひ
い
て
は
、
人
々
に
社
会
不
安
を

引
き
起
こ
し
た
要
因
と
し
て
は
、
住
居
侵
入
窃
盗
・
強
盗
の
ほ
か
、
ス
リ
・
ひ
っ
た
く
り
な
ど
の
路
上
犯
罪
、
車
上
狙
い
や
自
動
車
盗

わが国における外国人犯罪の現状と対策
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な
ど
の
よ
う
に
、
来
日
外
国
人
に
よ
る
財
産
犯
や
凶
悪
犯
が
増
加
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
人
身
の
危
険
に
直
結
す
る
悪
質

な
財
産
侵
害
が
頻
発
す
る
こ
と
は
、
地
域
住
民
の
不
安
感
を
一
層
強
め
る
原
因
と
な
り
う
る

(

�)

。
し
か
も
、
農
村
部
の
過
疎
化
と
大
都
市

へ
の
人
口
流
入
に
伴
い
、
周
辺
の
衛
星
都
市
で
も
高
齢
者
だ
け
の
家
庭
が
増
え
る
一
方
、
都
市
居
住
者
の
匿
名
化
が
加
速
す
る
と
い
う

生
活
環
境
の
変
化
の
中
で
は
、
な
お
さ
ら
深
刻
な
問
題
と
な
っ
て
く
る
。

（
３
）
早
急
な
対
策
の
必
要
性

さ
て
、
来
日
外
国
人
に
よ
る
諸
犯
罪
を
研
究
対
象
と
す
る
場
合
に
も
、
外
国
人
労
働
者
や
外
国
人
留
学
生
（
研
修
生
を
含
む
）
の
置

か
れ
た
厳
し
い
環
境
を
無
視
し
て
、
警
察
に
よ
る
取
締
り
の
徹
底
を
求
め
る
だ
け
で
は
足
り
な
い
。
そ
も
そ
も
、
わ
が
国
で
は
、
在
日

・
定
住
外
国
人
に
対
す
る
歴
史
的
経
緯
や
複
雑
な
国
民
感
情
も
あ
っ
て
、
お
よ
そ
外
国
人
犯
罪
を
論
じ
る
こ
と
自
体
が
タ
ブ
ー
視
さ
れ

た
時
期
も
あ
っ
た
。
今
日
で
も
な
お
、
来
日
外
国
人
犯
罪
を
め
ぐ
る
諸
施
策
を
捉
え
て
、
人
種
的
偏
見
を
助
長
す
る
恐
れ
に
言
及
す
る

論
者
が
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
近
い
将
来
、
外
国
人
労
働
者
を
積
極
的
に
受
け
入
れ
た
結
果
、
国
民
生
活
に
多
大
の
悪
影

響
が
生
じ
た
時
点
で
、
急
遽
、
治
安
回
復
の
方
法
を
模
索
す
る
の
で
は
、
欧
米
諸
国
の
経
験
か
ら
何
も
学
ば
な
か
っ
た
と
非
難
さ
れ
る

で
あ
ろ
う
。
な
る
ほ
ど
、
来
日
外
国
人
犯
罪
の
防
止
に
向
け
た
施
策
は
、
極
め
て
広
範
で
多
様
な
も
の
と
な
り
う
る
。
し
た
が
っ
て
、

本
研
究
の
中
で
、
そ
れ
ら
の
す
べ
て
を
論
じ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
文
化
葛
藤
の
理
論
や
外
国
人
労
働
者
待
望

論
の
よ
う
に
、
個
人
の
主
観
的
内
面
や
規
範
意
識
の
差
異
に
問
題
を
解
消
し
た
り
、
少
子
高
齢
化
社
会
の
労
働
力
確
保
と
い
う
視
点
だ

け
に
矮
小
化
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
国
民
（
定
住
外
国
人
を
含
む
）
の
安
全
な
生
活
を
確
保
す
る
こ
と
は
、
す
べ
て
の
国
家
に
と
っ
て

最
も
重
要
な
任
務
で
あ
り
、
治
安
維
持
の
た
め
に
必
要
な
施
策
を
実
施
す
る
こ
と
は
、
国
際
的
な
組
織
犯
罪
や
テ
ロ
の
標
的
と
な
る
先

進
諸
国
に
と
っ
て
、
共
通
か
つ
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
。
そ
の
際
、
短
絡
的
な
外
国
人
排
斥
主
義
に
陥
ら
な
い
た
め
に
も
、
客
観
的
な
デ

論 説
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ー
タ
の
分
析
と
冷
静
な
議
論
が
必
要
で
あ
り
、
特
に
来
日
外
国
人
に
よ
る
犯
罪
・
非
行
を
助
長
す
る
国
内
的
要
因
を
解
き
明
か
す
必
要

が
あ
ろ
う

(

�)

。
(

�)
小
川
新
二
「
来
日
外
国
人
犯
罪
の
実
態
と
法
的
問
題
点
」
現
代
刑
事
法
三
巻
九
号
（
平
一
三
）
二
二
頁
注(

１)

に
よ
れ
ば
、
来
日
外
国

人
と
は
、
外
国
人
の
う
ち
、
永
住
者
、
特
別
永
住
者
、
在
日
米
軍
関
係
者
お
よ
び
在
留
資
格
不
明
者
以
外
の
も
の
を
い
う
と
さ
れ
る
。
こ
の

定
義
は
、
後
掲
の
警
察
庁
刑
事
局
組
織
犯
罪
対
策
部
国
際
捜
査
官
編
『
来
日
外
国
人
犯
罪
の
検
挙
状
況
』
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。

(

�)

近
年
の
犯
罪
統
計
に
よ
れ
ば
、
来
日
外
国
人
犯
罪
の
多
く
が
不
法
滞
在
者
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
不
法
滞
在
・
残
留
が
犯
罪
の
温
床
に

な
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
（
小
川
・
前
掲
現
代
刑
事
法
三
巻
九
号
一
六
頁)

。
こ
の
意
味
で
は
、
外
国
人
犯
罪
の
特
性
と
近
年
の
動
向
を
探
る

上
で
、
不
法
入
国
や
不
法
滞
在
に
伴
う
入
管
法
違
反
の
現
状
も
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
っ
と
も
、
来
日
外
国
人
を
短
期
滞
在
型
に

限
定
す
る
必
然
性
は
な
く
、
後
述
す
る
「
遅
れ
て
き
た
帰
国
者
」
や
外
国
人
労
働
者
ま
た
は
外
国
人
留
学
生
の
よ
う
に
、
比
較
的
に
長
期
滞

在
す
る
者
で
あ
っ
て
も
、
こ
こ
で
い
う
来
日
外
国
人
に
含
み
う
る
で
あ
ろ
う
。

(

�)

こ
の
点
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
つ
い
て
は
、
四
方
光
「
来
日
外
国
人
犯
罪
対
策
の
現
状
と
今
後
の
課
題

警
察
に
お
け
る
『
組
織
学
習
』

の
一
事
例
」
警
察
行
政
の
新
た
な
る
展
開
上
巻
（
平
一
三
）
六
五
六
頁
以
下
、
小
木
曽
綾
「
国
際
捜
査
共
助
・
刑
事
司
法
共
助
」
現
代
刑
事

法
三
巻
九
号
四
三
頁
以
下
な
ど
参
照
。

(

�)

最
近
の
対
策
と
し
て
、
平
成
一
九
年
一
一
月
か
ら
、
入
管
法
の
改
正
に
よ
り
入
国
手
続
の
電
子
化
が
実
現
し
（J-V

IS

と
呼
ば
れ
る
新

入
国
管
理
シ
ス
テ
ム)

、
水
際
で
犯
罪
者
を
選
別
す
る
機
能
が
飛
躍
的
に
高
ま
っ
た
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
不
法
入
国
を
防
止
す
る
た
め
、

国
際
刑
事
警
察
機
構
（IC

P
O

）
の
も
つ
紛
失
・
盗
難
旅
券
の
デ
ー
タ
と
照
合
す
る
新
シ
ス
テ
ム
の
導
入
も
決
定
さ
れ
て
い
る
。

(

�)

わ
が
国
で
は
、
近
年
、
終
戦
時
の
中
国
残
留
者
と
並
ん
で
、
日
系
ブ
ラ
ジ
ル
人
に
広
く
永
住
資
格
が
認
め
ら
れ
た
結
果
、
こ
こ
一
〇
年

の
間
に
、
国
内
に
い
る
日
系
ブ
ラ
ジ
ル
人
の
総
数
が
、
一
八
万
人
か
ら
二
九
万
人
と
一
・
五
倍
強
に
な
っ
て
お
り

(

平
成
七
年
か
ら
平
成
一

六
年
ま
で
の
外
国
人
登
録
者
数
に
よ
る)

、
そ
れ
が
特
定
の
地
域
に
集
中
す
る
傾
向
に
あ
る
。
こ
う
し
た
現
象
に
伴
い
、
彼
ら
に
よ
る
刑
法

犯
検
挙
件
数
も
大
幅
に
増
加
し
た
が
（
一
、五
〇
三
件
か
ら
七
、〇
〇
一
件
に
な
っ
た)

、
日
本
人
に
よ
る
犯
罪
で
は
、
平
成
一
七
年
の
刑
法

犯
検
挙
件
数
が
一
五
〇
万
件
（
人
口
比
で
一
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
）
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
日
系
ブ
ラ
ジ
ル
人
に
よ
る
刑
法
犯
検
挙
件
数
は
、

年
間
七
、〇
〇
〇
件
余
り
（
人
口
比
で
二
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
）
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
日
本
人
の
年
齢
構
成
と
比
較
し
て
若
年
層
の
ブ
ラ
ジ

わが国における外国人犯罪の現状と対策
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ル
人
が
多
い
こ
と
、
ま
た
、
戸
外
で
活
動
す
る
時
間
が
長
い
な
ど
の
事
情
を
考
慮
す
れ
ば
、
む
し
ろ
、
彼
ら
の
犯
罪
率
は
低
い
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
の
意
味
で
は
、
日
系
ブ
ラ
ジ
ル
人
の
犯
罪
を
一
括
し
て
論
じ
る
こ
と
は
疑
問
で
あ
り
、
第
二
世
代
を
中
心
と
し
た
特
定
の
年
齢
層
や

発
生
地
域
ご
と
に
特
性
の
有
無
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

(
�)
な
お
、
不
法
就
労
も
刑
事
法
上
の
問
題
と
な
り
う
る
が
（
入
管
法
七
三
条
の
二
の
不
法
就
労
助
長
罪
な
ど)

、
単
純
労
働
者
と
し
て
外

国
人
を
雇
用
す
る
強
い
国
内
需
要
が
あ
る
反
面
、
純
然
た
る
経
済
活
動
と
し
て
み
る
か
ぎ
り
、
不
法
就
労
そ
れ
自
体
は
、
不
法
入
国
や
不
法

滞
在
と
比
較
し
た
と
き
、
犯
罪
的
活
動
と
結
び
つ
く
要
因
は
乏
し
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
最
近
の
判
例
と
し
て
、
外
国
人
の
不
法
就
労
を
あ

っ
せ
ん
す
る
と
と
も
に
、
公
衆
道
徳
上
有
害
な
業
務
に
就
か
せ
る
目
的
で
職
業
紹
介
を
行
っ
た
事
案
に
対
し
て
、
入
管
法
違
反
お
よ
び
職
業

安
定
法
違
反
を
認
め
た
も
の
が
あ
る
（
東
京
高
判
平
成
一
六
・
一
〇
・
一
判
時
一
八
八
七
号
一
六
一
頁)

。

(

�)

な
る
ほ
ど
、
現
在
の
国
際
社
会
に
あ
っ
て
は
、
来
日
外
国
人
犯
罪
の
中
で
も
、
特
に
テ
ロ
対
策
が
重
視
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
Ｅ
Ｕ

や
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
な
ど
と
異
な
り
、
わ
が
国
で
は
、
本
文
中
に
掲
げ
た
侵
入
盗
や
路
上
強
窃
盗
の
ほ
か
、
同
国
人
同
士
の
喧
嘩
や
賭
博
・

売
春
・
薬
物
犯
罪
な
ど
の
、
日
常
的
な
犯
罪
の
増
加
が
話
題
に
な
る
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
ら
の
伝
統
的
犯
罪
の
増
減
は
、
国
民
の
強
い
関
心

事
で
あ
っ
て
、
ま
さ
し
く
身
近
な
治
安
を
回
復
す
る
こ
と
が
、
国
民
の
体
感
治
安
を
取
り
戻
す
こ
と
に
な
る
。

(

�)

な
お
、
外
国
人
犯
罪
の
分
類
と
し
て
、
日
本
国
籍
を
取
得
し
た
も
の
の
、
異
な
る
文
化
圏
で
成
長
し
た
帰
住
者
や
、
日
本
語
以
外
の
言

語
を
母
国
語
と
す
る
人
々
を
、
ど
の
範
疇
に
含
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
わ
が
国
で
「
移
民
の
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
持
つ
者
」
と
は
、
例

え
ば
、
中
国
残
留
者
な
い
し
海
外
移
民
（
の
子
孫
）
と
し
て
日
本
に
帰
住
し
た
人
々
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
文
化
葛
藤
の
面
か
ら
注
目
さ
れ
て

き
た
。
こ
れ
ら
の
帰
住
者
は
、
ド
イ
ツ
で
い
う
「
遅
れ
て
き
た
帰
国
者
」
に
あ
た
る
が
、
現
実
に
は
外
国
人
労
働
者
と
し
て
稼
働
す
る
こ
と

が
多
く
、
そ
の
家
族
に
は
、
帰
国
後
の
日
常
会
話
も
含
め
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
葛
藤
が
生
じ
る
点
で
も
、
本
稿
で
い
う
来
日
外
国
人
の
中

に
含
め
て
考
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

論 説
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二

来
日
外
国
人
犯
罪
を
め
ぐ
る
現
状

（
１
）
最
近
の
検
挙
状
況
に
つ
い
て

ま
ず
、
来
日
外
国
人
犯
罪
の
実
像
を
解
明
す
る
こ
と
が
、
本
研
究
の
出
発
点
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
際
、
日
本
国
内
の
犯
罪
現
象

を
正
確
に
捉
え
た
上
で
、
各
地
域
間
の
差
異
に
も
着
目
し
つ
つ
、
刑
事
政
策
お
よ
び
社
会
政
策
と
し
て
成
功
し
た
例
も
参
照
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
作
業
に
際
し
て
は
、
地
元
警
察
や
自
治
体
の
協
力
を
得
る
こ
と
が
前
提
条
件
と
な
る

(

�)

。
ま
た
、
す
で
に
外
国
人
犯

罪
の
防
止
に
取
り
組
ん
で
き
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
知
見
や
経
験
も
踏
ま
え
る
べ
き
で
あ
る

(

�)

。
な
る
ほ
ど
、
か
つ
て
は
、
周
囲
を
海
に

囲
ま
れ
た
地
理
的
条
件
か
ら
、
日
本
が
移
民
国
家
と
な
り
に
く
い
事
情
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
現
在
で
は
、
交
通
手
段
の
発

達
で
ヒ
ト
と
モ
ノ
の
移
動
が
容
易
に
な
り
、
近
隣
の
ア
ジ
ア
諸
国
か
ら
多
数
の
外
国
人
が
入
国
す
る
現
在
、
来
日
外
国
人
を
め
ぐ
る
日

本
の
特
殊
性
は
弱
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
他
方
、
文
化
葛
藤
の
見
地
か
ら
は
、
宗
教
的
対
立
が
民
族
間
の
衝
突
の
背
景
と
な
っ
た
欧
米

諸
国
と
異
な
り
、
ほ
と
ん
ど
宗
教
的
な
摩
擦
が
生
じ
な
い
東
ア
ジ
ア
諸
国
か
ら
来
日
す
る
外
国
人
が
、
な
ぜ
日
本
国
内
で
犯
罪
行
動
に

走
る
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
来
日
外
国
人
の
送
出
し
国
で
あ
る
近
隣
の
諸
国
が
置
か
れ
た
状
況
と
日
本
国
の
過

去
の
対
応
を
精
査
す
る
と
と
も
に
、
法
政
策
的
な
見
地
か
ら
み
て
、
こ
れ
ら
の
知
見
を
ど
こ
ま
で
来
日
外
国
人
の
受
入
れ
体
制
に
反
映

さ
せ
る
べ
き
か
も
、
慎
重
に
探
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
ろ
う
。

さ
て
、
来
日
外
国
人
犯
罪
の
検
挙
状
況
に
つ
い
て
は
、
警
察
庁
刑
事
局
組
織
犯
罪
対
策
部
が
編
集
し
た
統
計
デ
ー
タ
を
み
て
お
く

(

�)

。

例
え
ば
、
平
成
一
七
年
の
犯
罪
検
挙
件
数
お
よ
び
犯
罪
検
挙
人
員
（
刑
法
犯
及
び
特
別
法
犯
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
四
七
、八
六
五
件
お

よ
び
二
一
、一
七
八
人
で
あ
り
、
検
挙
件
数
は
過
去
最
高
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
こ
れ
ら
の
数
値
は
、
前
年
比
で
次
第
に
減

少
し
た
が
、
依
然
と
し
て
高
い
水
準
を
保
っ
て
い
る

(

�)([

図
表
１]

を
参
照
さ
れ
た
い)
。
ま
た
、
い
ず
れ
の
年
度
に
あ
っ
て
も
、
凶
悪

わが国における外国人犯罪の現状と対策
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[図表１] 来日外国人 犯罪検挙の推移

H９ H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18

H９上 H10上 H11上 H12上 H13上 H14上 H15上 H16上 H17上 H18上

総検挙
件数 32,033 17,302 31,779 16,307 34,398 15,068 30,971 14,969 27,763 12,265 34,746 15,423 40,615 18,591 47,128 24,487 47,865 23,388 40,128 20,157

人員 13,883 6,854 13,418 6,117 13,436 6,359 12,711 5,832 14,660 6,581 16,212 7,583 20,007 9,086 21,842 10,502 21,178 10,800 18,872 9,477

刑法犯
件数 21,670 12,388 21,689 11,608 25,135 10,633 22,947 11,392 18,199 7,996 24,258 10,628 27,258 12,512 32,087 17,240 33,037 15,591 27,453 13,467

人員 5,435 2,767 5,382 2,418 5,963 2,733 6,329 2,979 7,168 3,218 7,690 3,645 8,725 4,018 8,898 4,263 8,505 4,233 8,148 3,885

特別
法犯

件数 10,363 4,914 10,090 4,699 9,263 4,435 8,024 3,577 9,564 4,269 10,488 4,795 13,357 6,079 15,041 7,247 14,828 7,797 12,675 6,690

人員 8,448 4,087 8,036 3,699 7,473 3,626 6,382 2,853 7,492 3,363 8,522 3,938 11,282 5,068 12,944 6,239 12,673 6,567 10,724 5,592

出典：来日外国人犯罪の検挙状況 (平成19年上半期) より抜粋した (以下、同様)
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犯
罪
の
多
く
が
強
盗
事
例
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
ほ
か
に
も
、
重
要
窃
盗
犯
と
呼
ば
れ
る
種
類
の
犯
行
が
多
い
。
な
る
ほ
ど
、
侵
入
窃
盗

の
占
め
る
比
率
は
徐
々
に
減
少
し
た
が
、
ス
リ
や
自
動
車
窃
盗
、
車
上
狙
い
、
自
販
機
荒
ら
し
と
、
犯
行
の
行
為
態
様
が
変
化
し
た
だ

け
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
金
目
当
て
の
犯
行
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
共
通
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
多
く
の
来
日
外
国
人
が
金
儲
け
の
た

め
に
入
国
す
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
当
然
予
想
さ
れ
る
結
果
で
あ
る

([

図
表
２]

を
参
照
さ
れ
た
い)

。

（
２
）
来
日
外
国
人
犯
罪
の
特
徴

つ
ぎ
に
、
来
日
外
国
人
犯
罪
の
特
徴
と
し
て
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
組
織
化
（
共
犯
化
）
が
著
し
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

来
日
外
国
人
犯
罪
の
共
犯
率
が
、
常
時
、
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
な
る
こ
と
は
、
日
本
人
に
よ
る
犯
罪
の
八
〇
パ

ー
セ
ン
ト
が
単
独
犯
で
あ
る
の
と
比
較
し
て
、
来
日
外
国
人
犯
罪
に
み
ら
れ
る
際
立
っ
た
特
徴
で
あ
る
と
い
え
よ
う

([

図
表
３]

を

参
照
さ
れ
た
い)

。
し
か
も
、
来
日
外
国
人
に
よ
る
侵
入
窃
盗
に
限
っ
て
い
え
ば
、
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
近
く
が
共
犯
事
例
と
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
共
犯
率
は
、
そ
の
後
も
、
若
干
の
増
減
を
繰
り
返
し
つ
つ
、
む
し
ろ
、
よ
り
組
織
化
さ
れ
た
犯
行
が
七
〇
パ
ー
セ
ン
ト

以
上
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
他
方
、
日
本
人
に
よ
る
犯
行
で
組
織
的
犯
罪
の
占
め
る
比
率
は
、
全
体
の
一
七
パ
ー
セ
ン
ト
に
す
ぎ

な
い

([

図
表
４]

を
参
照
さ
れ
た
い)

。
そ
の
意
味
で
、
来
日
外
国
人
犯
罪
の
大
部
分
は
、
実
質
的
に
は
組
織
的
犯
罪
で
あ
る
と
い
っ

て
も
過
言
で
は
な
い
。
な
お
、
犯
罪
の
種
類
と
し
て
は
、
日
本
人
の
犯
罪
と
比
較
し
た
と
き
、
侵
入
強
盗
の
比
率
が
高
い
こ
と
に
加
え

て
、
最
近
で
は
、
自
販
機
荒
ら
し
や
車
上
狙
い
が
激
増
し
て
お
り
、
自
動
車
窃
盗
が
前
年
比
で
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
も
増
加
す
る
な
ど
、

依
然
と
し
て
、
金
目
当
て
の
犯
行
が
大
多
数
で
あ
る
。

ま
た
、
当
初
、
首
都
圏
で
猛
威
を
振
る
っ
た
来
日
外
国
人
犯
罪
は
、
そ
の
後
、
東
京
都
内
の
取
締
り
強
化
を
逃
れ
て
、
東
京
二
三
区

か
ら
関
東
全
体
、
さ
ら
に
は
、
中
部
圏
か
ら
関
西
圏
に
拡
散
し
た
と
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
地
方
へ
の
拡
散
傾
向
は
、
そ
の
後
も
一
層
顕

わが国における外国人犯罪の現状と対策
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[図表２] 来日外国人 包括罪種別 刑法犯検挙の推移

H９ H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18

総 数
件数 21,670 21,689 25,135 22,947 18,199 24,258 27,258 32,087 33,037 27,453
人員 5,435 5,382 5,963 6,329 7,168 7,690 8,725 8,898 8,505 8,148

凶悪犯
件数 187 228 267 242 308 323 336 345 315 270
人員 213 251 347 318 403 353 477 421 396 297

粗暴犯
件数 265 272 282 494 508 550 568 526 679 785
人員 313 305 338 568 578 628 633 591 774 894

窃盗犯
件数 19,128 19,078 22,404 19,952 14,823 20,604 22,830 27,521 28,525 23,137
人員 3,155 3,098 3,404 3,803 4,135 4,395 4,555 4,717 4,344 4,205

知能犯
件数 680 740 523 819 643 678 728 797 721 690
人員 305 319 264 277 267 339 497 564 525 538

風俗犯
件数 93 107 79 85 95 87 90 85 99 103
人員 173 169 150 122 133 76 93 139 133 96

その他
件数 1,317 1,264 1,580 1,355 1,822 2,016 2,706 2,813 2,698 2,468
人員 1,276 1,240 1,460 1,241 1,652 1,899 2,470 2,466 2,333 2,118
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[図表３] 来日外国人刑法犯検挙に占める「共犯事件」の推移

H９ H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18
刑法犯検挙件数 21,670 21,689 25,135 22,947 18,199 24,258 27,258 32,087 33,037 27,453

単独犯事件 9,262 12,340 13,476 11,584 8,022 9,339 10,438 9,936 9,048 8,816
共犯事件 12,408 9,349 11,659 11,363 10,177 14,919 16,820 22,151 23,989 18,637

構成比 57.3％ 43.1％ 46.4％ 49.5％ 55.9％ 61.5％ 61.7％ 69.0％ 72.6％ 67.9％

0
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5,000
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(件)

25,000

20,000

単独犯事件

共犯事件

[図表４] 共犯形態別検挙状況

来日外国人 日 本 人

単独犯
(37.6％)

２人組
(22.3％)

３人組
(24.4％)

４人組以上
(15.8％)

単独犯
(83.3％)

４人組以上
2.3％

３人組
3.9％

２人組
10.5％
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著
に
な
っ
て
い
る
。
他
方
、
来
日
外
国
人
犯
罪
の
中
で
不
法
滞
在
者
が
占
め
る
割
合
は
、
ほ
ぼ
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
六
〇
パ
ー
セ
ン

ト
で
あ
り
、
刑
法
犯
一
般
に
お
け
る
不
法
滞
在
者
の
割
合
が
、
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
の
と
比
較
し
た
と
き
、
相
対
的
に
高
い
水
準

に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
、
来
日
外
国
人
犯
罪
に
お
け
る
出
身
地
域
別
の
分
布
を
み
れ
ば
、
半
数
以
上
が
中
国
人
で
あ
り
、
そ
れ
に

次
ぐ
も
の
が
ブ
ラ
ジ
ル
人
で
あ
る
。
最
近
で
は
、
韓
国
人
や
ベ
ト
ナ
ム
人
に
よ
る
犯
行
も
少
な
く
な
い
。
な
お
、
中
国
人
に
よ
る
犯
行

と
し
て
は
、
カ
ー
ド
偽
造
や
侵
入
盗
、
強
盗
な
ど
が
多
い
の
に
対
し
て
、
ブ
ラ
ジ
ル
人
に
よ
る
犯
行
で
は
、
自
動
車
盗
が
多
数
を
占
め

て
い
る
と
さ
れ
る
。

か
よ
う
に
し
て
、
来
日
外
国
人
犯
罪
で
は
、
共
犯
率
の
高
さ
か
ら
組
織
的
犯
罪
者
の
か
か
わ
り
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る

(

�)

。
な
る

ほ
ど
、
統
計
上
、
外
国
人
に
よ
る
犯
罪
現
象
を
、
日
本
人
に
よ
る
も
の
と
区
別
し
て
取
り
挙
げ
る
こ
と
自
体
を
批
判
す
る
見
解
も
み
ら

れ
る
。
し
か
し
、
わ
が
国
の
置
か
れ
た
状
況
を
正
確
に
把
握
す
る
た
め
に
は
、
む
し
ろ
、
来
日
外
国
人
犯
罪
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
て
、

定
住
外
国
人
と
は
異
な
る
点
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
う
し
た
努
力
が
、
一
般
国
民
の
誤
解
に
根
ざ
し
た
外
国
人
排
斥
主
義

を
防
ぐ
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
な
お
、
以
上
の
統
計
デ
ー
タ
は
、
い
ず
れ
も
全
刑
法
犯
に
占
め
る
来
日
外
国
人
の
諸
犯
罪
を
抽
出
し
た
も

の
で
あ
り
、
入
管
法
違
反
な
ど
の
特
別
法
犯
の
デ
ー
タ
を
除
外
し
て
い
る
こ
と
は
、
前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る

(

�)

。
な
る
ほ
ど
、
特
別
法

犯
の
中
で
も
、
薬
物
犯
罪
や
わ
い
せ
つ
犯
罪
、
売
春
防
止
法
違
反
な
ど
に
つ
い
て
は
、
金
儲
け
を
目
的
と
す
る
来
日
外
国
人
犯
罪
が
多

数
を
占
め
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
本
研
究
の
趣
旨
か
ら
し
て
、
一
般
国
民
に
と
っ
て
直
接
的
な
脅
威
と
な
る
犯
罪
現
象
と

し
て
、
主
要
刑
法
犯
の
動
向
に
限
っ
て
観
察
す
る
に
と
ど
め
た

(

�)

。
そ
の
ほ
か
、
滞
在
期
間
の
長
短
に
よ
る
統
計
も
み
ら
れ
る
が
、
長
期

滞
在
者
で
は
犯
罪
者
に
転
落
す
る
可
能
性
が
相
対
的
に
高
く
な
る
一
方
、
た
と
え
短
期
滞
在
者
で
も
犯
罪
目
的
で
入
国
す
る
場
合
が
あ

る
た
め
、
こ
れ
ら
の
デ
ー
タ
を
も
っ
て
、
た
だ
ち
に
来
日
外
国
人
犯
罪
の
特
徴
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

論 説
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（
３
）
不
法
滞
在
・
不
法
就
労
と
各
地
域
の
実
状

さ
て
、
わ
が
国
で
は
、
実
際
は
就
業
の
た
め
で
あ
っ
て
も
、
法
政
策
上
、
就
業
目
的
の
入
国
を
許
さ
な
い
現
行
入
管
法
が
あ
る
た
め
、

特
異
な
外
国
人
研
修
制
度
を
悪
用
し
た
り
、
就
学
・
留
学
ビ
ザ
で
入
国
す
る
者
が
多
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
際
、
①
外
国
人
に
対

す
る
国
内
の
牽
引
力
と
し
て
、
単
純
労
働
に
従
事
す
る
外
国
人
労
働
者
を
求
め
る
産
業
界
の
事
情
が
あ
る
。
ま
た
、
②
国
際
的
な
通
貨

制
度
の
ひ
ず
み
か
ら
、
日
本
国
内
で
は
低
賃
金
で
あ
っ
て
も
、
本
国
に
帰
国
し
た
際
に
は
円
高
に
よ
り
相
当
な
利
益
を
得
る
と
い
う
要

因
も
認
め
ら
れ
る

(
�)

。
と
こ
ろ
が
、
③
日
本
の
法
制
度
は
、
外
国
人
に
よ
る
単
純
労
働
を
否
定
す
る
と
い
う
斥
力
が
あ
る
た
め

(

�)

、
こ
れ
ら

が
相
俟
っ
て
、
来
日
外
国
人
犯
罪
を
高
止
ま
り
状
態
に
す
る
原
因
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
実
質
的
に
は
就
労
を
希
望
し

て
来
日
し
た
外
国
人
が
、
正
規
の
労
働
者
と
し
て
働
き
場
所
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、
不
法
就
労
に
伴
う
経
済
的
搾
取
や
人
身
売

買
・
監
禁
な
ど
の
人
権
侵
害
を
受
け
る
社
会
環
境
が
生
じ
る
。
し
か
も
、
大
儲
け
の
目
論
見
が
外
れ
た
不
法
残
留
者
が
、
社
会
福
祉
サ

ー
ビ
ス
や
医
療
保
険
の
適
用
さ
え
受
け
ら
れ
ず
、
バ
ブ
ル
経
済
の
崩
壊
も
あ
っ
て
経
済
的
に
困
窮
し
た
挙
げ
句
、
犯
罪
行
動
を
選
択
す

る
場
合
が
少
な
く
な
い
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
来
日
外
国
人
犯
罪
に
対
し
て
は
、
通
常
の
犯
罪
者
に
適
用
さ
れ
る
刑
法
理
論
を
、

そ
の
ま
ま
あ
て
は
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
以
下
、
今
回
の
実
態
調
査
で
、
各
地
域
の
デ
ー
タ
か
ら
窺
わ
れ
る
実
状
を
分
析

し
て
お
こ
う
。

○
東
京
都
で
は
、
近
年
、
取
締
当
局
に
よ
る
単
一
型
の
犯
罪
抑
止
策
で
は
な
く
、
来
日
外
国
人
犯
罪
の
多
数
を
占
め
る
就
学
生
ら
の

犯
行
を
抑
止
す
る
た
め
、
留
学
生
の
受
入
れ
先
で
あ
る
外
国
人
学
校
や
各
種
学
校
を
、
行
政
規
制
の
形
で
監
督
す
る
な
ど
の
複
合
型
の

施
策
に
転
換
し
た
。
す
な
わ
ち
、
犯
罪
の
発
生
原
因
と
な
り
う
る
各
種
の
社
会
的
条
件
を
是
正
す
る
こ
と
で
、
犯
罪
検
挙
件
数
の
減
少

に
成
功
し
た
と
さ
れ
る

(

�)

。
ま
た
、
来
日
外
国
人
犯
罪
の
多
発
地
区
と
し
て
注
目
さ
れ
た
新
宿
歌
舞
伎
町
に
つ
い
て
は
、
破
れ
窓
（
割
れ

窓
）
理
論
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
周
辺
環
境
の
改
善
に
努
め
る
こ
と
で
効
果
を
上
げ
た
。
す
な
わ
ち
、
さ
ま
ざ
ま
な
違
法
事
業
者
に

わが国における外国人犯罪の現状と対策



(阪大法学) 57 (6 14) 890 [2008.3]

「
い
集
」
場
所
を
提
供
し
て
き
た
ビ
ル
・
オ
ー
ナ
ー
の
協
力
を
得
る
こ
と
で
、
実
効
性
の
あ
る
取
締
り
が
可
能
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
。

ま
た
、
東
京
二
三
区
内
で
地
域
住
民
を
中
心
と
し
た
防
犯
活
動
が
活
発
に
な
っ
た
こ
と
、
し
か
も
、
他
の
地
区
と
競
争
（
協
力
）
す
る

こ
と
で
、
安
全
な
街
づ
く
り
を
積
極
的
に
推
進
す
る
よ
う
に
な
っ
た
点
も
、
今
日
の
治
安
回
復
に
大
き
く
貢
献
し
た
と
い
わ
れ
る
。
そ

の
ほ
か
、
来
日
外
国
人
犯
罪
に
つ
い
て
は
、
入
管
法
六
五
条
の
規
定
（
刑
事
訴
訟
法
の
特
例
）
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
不
法
滞
在

者
の
処
理
が
迅
速
に
な
っ
た
点
も
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
東
京
都
が
入
管
当
局
や
警
察
な
ど
の
諸
機
関
に
働
き
か
け
る
こ
と
で
実
現

し
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
て
は
、
来
日
外
国
人
を
入
管
法
違
反
で
検
挙
し
た
場
合
、
数
日
間
は
警
察
の
留
置
場
に
拘
束
さ
れ
た
後
、
せ

い
ぜ
い
国
外
退
去
に
な
る
形
式
的
手
続
が
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
来
日
外
国
人
犯
罪
の
増
加
を
招
い
た
と
い
う
反

省
に
も
と
づ
く
と
説
明
さ
れ
た

(
�)

。

○
愛
知
県
で
は
、
平
成
一
四
年
頃
か
ら
外
国
人
犯
罪
の
検
挙
件
数
が
増
加
し
た
。
そ
の
原
因
は
、
東
京
の
新
宿
歌
舞
伎
町
な
ど
で
警

察
の
取
締
り
が
厳
し
く
な
っ
た
こ
と
に
伴
い
、
各
地
域
に
犯
罪
者
が
拡
散
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
、
中
部
地
区

に
あ
っ
て
も
、
愛
知
県
内
か
ら
周
辺
の
地
域
に
犯
罪
が
拡
散
す
る
傾
向
が
あ
る
。
な
お
、
東
海
三
県
に
は
、
日
系
ブ
ラ
ジ
ル
人
の
五
〇

パ
ー
セ
ン
ト
が
集
中
し
て
お
り
、
愛
知
県
だ
け
で
も
、
日
本
全
体
の
二
〇
六
、八
三
三
人
中
で
四
七
、五
六
一
人
が
外
国
人
登
録
を
し
て

い
る

(

�)

。
そ
の
多
く
が
、
外
国
人
労
働
者
と
し
て
自
動
車
関
連
産
業
に
就
業
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
状
況
で
、
最
近
、
都
市
周

辺
部
で
は
自
動
車
窃
盗
が
多
発
し
て
い
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
実
際
の
検
挙
事
例
か
ら
も
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
外
国
人
労
働
者
の
第
二

世
代
に
あ
た
る
青
少
年
が
こ
の
種
の
犯
罪
行
動
を
選
択
し
た
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
外
国
人
子
弟
の
非
行
パ
タ
ー
ン
は
、

バ
ブ
ル
経
済
が
崩
壊
し
た
後
で
、
勤
め
先
か
ら
リ
ス
ト
ラ
さ
れ
た
第
一
世
代
の
経
済
的
困
窮
度
が
高
ま
っ
た
結
果
、
手
っ
取
り
早
く
金

を
手
に
入
れ
る
方
法
と
し
て
、
こ
う
し
た
犯
行
に
至
っ
た
も
の
と
説
明
さ
れ
る
。
し
か
し
、
彼
ら
の
犯
罪
・
非
行
の
遠
因
と
し
て
は
、

バ
ブ
ル
経
済
の
崩
壊
以
前
か
ら
、
両
親
が
生
活
の
た
め
長
時
間
労
働
に
従
事
す
る
こ
と
で
、
子
供
の
世
話
を
怠
っ
た
点
も
指
摘
さ
れ
て

論 説
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お
り
、
す
で
に
潜
在
的
に
進
行
し
て
い
た
要
因
が
、
経
済
的
困
窮
に
よ
り
顕
在
化
し
た
と
い
う
側
面
も
あ
る

(

�)

。
こ
れ
に
対
し
て
、
日
系

ブ
ラ
ジ
ル
人
が
集
団
で
居
住
す
る
愛
知
県
保
見
団
地
に
お
け
る
取
組
み
が
、
一
定
の
成
果
を
上
げ
た
よ
う
に
、
地
域
社
会
に
同
化
さ
せ

る
活
動
や
、
違
法
駐
車
の
一
掃
な
ど
の
周
辺
環
境
の
整
備
が
有
効
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
な
お
、
近
年
で
は
、
自
販
機
荒
ら
し
も
多
発
す

る
傾
向
に
あ
り
、
こ
れ
ら
の
犯
罪
は
、
や
は
り
愛
知
県
に
多
い
ト
ル
コ
人
の
一
部
に
よ
る
犯
行
と
い
わ
れ
て
い
る

(

�)

。

○
大
阪
府
に
あ
っ
て
は
、
最
近
の
統
計
に
よ
れ
ば
、
ピ
ッ
キ
ン
グ
盗
や
サ
ム
タ
ー
ン
回
し
が
増
え
た
と
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
平
成
一

七
年
度
に
お
い
て
は
、
昨
年
度
の
同
期
と
比
べ
て
、
認
知
件
数
お
よ
び
検
挙
件
数
と
も
に
増
加
し
た
。
し
か
し
、
平
成
一
五
年
度
の
統

計
と
比
較
す
る
な
ら
ば
、
平
成
一
六
年
度
に
一
旦
減
少
し
た
も
の
が
、
ま
た
増
加
に
転
じ
た
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
、
大
阪
府
下
に
お
け

る
来
日
外
国
人
犯
罪
の
特
徴
と
し
て
は
、
中
国
人
に
よ
る
犯
罪
よ
り
も
韓
国
人
に
よ
る
武
装
ス
リ
団
の
活
動
が
目
立
つ
と
さ
れ
る
。
し

か
し
、
こ
う
し
た
分
析
も
、
最
近
の
ヒ
ッ
ト
ア
ン
ド
ア
ウ
ェ
イ
型
の
荒
っ
ぽ
い
手
口
か
ら
来
日
外
国
人
の
よ
る
も
の
と
推
認
さ
れ
た
に

す
ぎ
ず
、
実
数
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
来
日
外
国
人
に
よ
る
犯
罪
は
、
実
際
に
検
挙
さ
れ
て
初
め
て
国
籍
な
ど

の
事
情
が
明
ら
か
に
な
る
た
め
、
そ
れ
以
外
に
は
、
来
日
外
国
人
犯
罪
の
実
数
を
正
確
に
把
握
す
る
こ
と
が
難
し
い
か
ら
で
あ
る
。
そ

も
そ
も
、
各
犯
行
の
外
見
的
特
徴
か
ら
、
た
だ
ち
に
外
国
人
犯
罪
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
事
例
は
決
し
て
多
く
は
な
い
。
ち
な
み
に
、

特
別
法
犯
に
つ
い
て
は
、
入
管
法
違
反
が
多
数
を
占
め
て
お
り
、
外
国
人
が
「
い
集
」
す
る
キ
タ
ま
た
は
ミ
ナ
ミ
地
区
で
は
、
集
中
的

な
取
締
り
を
実
施
し
て
き
た
と
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
地
区
は
、
外
国
人
窃
盗
団
な
ど
が
犯
罪
者
集
団
ま
た
は
同
予
備
軍
と
接
触
す
る
場

所
と
し
て
、
押
込
み
強
盗
な
ど
を
含
む
各
種
の
凶
悪
犯
罪
の
起
点
と
な
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
今
後
は
、
そ
う
し
た
違

法
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
分
断
す
る
こ
と
が
、
来
日
外
国
人
犯
罪
の
抑
止
に
つ
な
が
る
と
い
え
よ
う
。
そ
も
そ
も
、
財
産
犯
に
あ
っ
て
は
、

盗
ん
だ
品
物
を
売
り
捌
い
た
り
、
不
法
に
得
た
収
益
を
送
金
す
る
た
め
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら

の
諸
条
件
を
取
り
除
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
外
国
人
窃
盗
団
の
暗
躍
を
押
さ
え
込
む
こ
と
が
期
待
で
き
る
。
ま
た
、
当
初
は
留
学
生
や
就

わが国における外国人犯罪の現状と対策
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学
生
と
し
て
入
国
し
た
外
国
人
が
、
次
第
に
犯
罪
者
グ
ル
ー
プ
と
交
わ
る
こ
と
で
犯
行
に
加
担
す
る
き
っ
か
け
を
減
ら
す
意
味
で
も
、

外
国
人
が
「
い
集
」
す
る
場
所
を
少
な
く
し
て
、
健
全
な
日
本
人
と
接
触
す
る
機
会
を
増
や
す
こ
と
が
、
犯
罪
抑
止
の
み
な
ら
ず
、
国

際
交
流
に
も
役
立
つ
と
い
え
よ
う

(

�)

。

(

�)
今
回
の
研
究
に
あ
っ
て
は
、
警
察
庁
、
警
視
庁
お
よ
び
警
察
政
策
研
究
セ
ン
タ
ー
な
ど
の
ご
協
力
を
得
て
、
東
京
、
名
古
屋
、
大
阪
で

外
国
人
犯
罪
に
関
す
る
様
々
な
資
料
や
デ
ー
タ
の
提
供
を
受
け
た
。
当
時
の
担
当
者
や
ご
紹
介
の
労
を
と
っ
て
頂
い
た
方
々
に
対
し
、
心
よ

り
感
謝
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

(

�)

最
近
の
文
献
と
し
て
は
、
ド
イ
ツ
に
つ
い
て
、
ユ
ル
ゲ
ン
＝
シ
ュ
ト
ッ
ク
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
外
国
人
犯
罪
の
現
状
と
そ
の
対
策
」
警

察
学
論
集
五
八
巻
一
一
号
（
平
一
七
）
八
九
頁
以
下
な
ど
参
照
。

(

�)

警
察
庁
刑
事
局
組
織
犯
罪
対
策
部
国
際
捜
査
管
理
官
編
『
来
日
外
国
人
犯
罪
の
検
挙
状
況
』
の
平
成
一
六
年
〜
平
成
一
九
年
上
半
期
の

デ
ー
タ
を
参
照
し
た
。
ち
な
み
に
、
同
資
料
に
お
け
る
「
来
日
外
国
人
」
と
は
、
前
注(

�)

で
も
紹
介
し
た
よ
う
に
、「
我
が
国
に
い
る
外

国
人
か
ら
定
着
居
住
者
（
永
住
者
等)
、
在
日
米
軍
関
係
者
及
び
在
留
資
格
不
明
の
者
を
除
い
た
者
を
い
う
」
と
さ
れ
る
。

(

�)

た
だ
し
、
前
田
雅
英
「
刑
事
警
察
の
二
一
世
紀
の
展
望
」
警
察
行
政
の
新
た
な
る
展
開
下
巻
（
平
成
一
三
年
）
一
七
九
頁
以
下
に
よ
れ

ば
、
平
成
の
時
代
に
入
っ
て
か
ら
、
定
住
外
国
人
の
犯
罪
が
減
少
す
る
一
方
、
来
日
外
国
人
の
犯
罪
が
急
増
し
た
と
い
わ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、

近
年
の
検
挙
率
低
下
を
踏
ま
え
た
補
正
値
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
検
挙
率
が
一
律
に
低
下
し
た
か
は
不
明
で
あ
り
、
特
に
来
日
外
国
人
犯
罪

で
は
特
別
法
犯
の
占
め
る
比
率
が
高
い
た
め
、
こ
う
し
た
事
実
だ
け
で
、
来
日
外
国
人
に
よ
る
犯
罪
件
数
が
増
加
し
た
と
断
定
す
る
こ
と
は

難
し
い
で
あ
ろ
う
。

(

�)

な
お
、
来
日
外
国
人
犯
罪
に
お
け
る
共
犯
率
の
高
さ
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
四
方
光
・
社
会
安
全
政
策
の
シ
ス
テ
ム
論
的
展
開

（
平
一
九
）
二
五
五
頁
な
ど
が
あ
る
。

(

�)

な
お
、
国
民
の
世
論
調
査
で
も
、
治
安
悪
化
の
要
因
と
し
て
外
国
人
犯
罪
の
増
加
を
挙
げ
る
も
の
が
多
数
で
あ
り
、
そ
こ
で
念
頭
に
置

か
れ
て
い
る
も
の
は
、
上
述
し
た
強
盗
・
窃
盗
罪
な
ど
の
財
産
犯
罪
で
あ
る
（
例
え
ば
、
前
掲
『
来
日
外
国
人
犯
罪
の
検
挙
状
況
（
平
成
一

六
年)

』
六
一
頁
参
照)

。
ま
た
、
内
閣
広
報
室
に
よ
る
『
治
安
に
関
す
る
世
論
調
査
（
平
成
一
六
年
七
月)

』
で
も
、
治
安
悪
化
の
原
因
と

し
て
、
五
四
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
の
国
民
が
、
不
法
滞
在
者
の
増
加
を
挙
げ
て
い
た
。

論 説
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(

�)

し
か
も
、
上
述
し
た
よ
う
に
、
入
管
法
上
の
罰
則
は
、
も
っ
ぱ
ら
来
日
外
国
人
に
の
み
適
用
さ
れ
る
た
め
、
日
本
人
の
犯
罪
動
向
と
比

較
対
照
す
る
の
は
困
難
だ
か
ら
で
あ
る
。

(
�)

実
際
に
も
、
来
日
外
国
人
が
日
本
国
内
で
犯
罪
を
お
こ
な
う
要
因
と
し
て
、
近
隣
の
諸
外
国
と
わ
が
国
の
経
済
格
差
を
上
げ
る
論
者
は

少
な
く
な
い
（
例
え
ば
、
四
方
・
前
掲
書
二
五
八
頁)

。

(

�)
張
荊
『
来
日
外
国
人
犯
罪

文
化
衝
突
か
ら
み
た
来
日
中
国
人
犯
罪
』(

平
一
五
）
五
〇
頁
。

(

�)

そ
れ
ま
で
は
、
新
宿
歌
舞
伎
町
で
得
た
情
報
が
侵
入
盗
な
ど
に
利
用
さ
れ
る
ほ
か
、
在
留
期
間
を
徒
過
し
た
た
め
在
留
資
格
を
喪
失
し

た
者
で
さ
え
、
外
国
人
登
録
が
な
さ
れ
る
な
ど
の
不
備
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

(

�)

こ
れ
に
対
し
て
、
一
部
の
マ
ス
コ
ミ
に
よ
り
「
歌
舞
伎
町
の
灯
が
消
え
た
」
と
い
う
表
現
で
、
取
締
り
の
強
化
を
批
判
す
る
向
き
も
あ

る
が
、
一
般
の
住
民
が
安
心
し
て
散
策
で
き
な
い
危
険
な
場
所
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
払
拭
し
た
地
域
住
民
の
貴
重
な
努
力
を
揶
揄
す
る
も
の

で
あ
る
。
ま
た
、「
歌
舞
伎
町
ル
ネ
サ
ン
ス
」
の
活
動
に
よ
り
、
貸
し
ビ
ル
の
テ
ナ
ン
ト
が
少
な
く
な
っ
た
と
は
い
え
、
違
法
な
事
業
者
に

代
わ
る
新
た
な
テ
ナ
ン
ト
を
探
し
て
定
着
さ
せ
る
な
ど
の
協
力
体
制
も
、
徐
々
に
整
え
ら
れ
つ
つ
あ
る
。

(

�)

平
成
一
三
年
の
統
計
に
よ
る
。
ま
た
、
実
地
調
査
時
の
担
当
官
の
説
明
で
は
、
管
轄
地
域
の
ブ
ラ
ジ
ル
系
住
民
が
六
、〇
〇
〇
人
か
ら

三
〇
、〇
〇
〇
人
に
増
加
し
た
と
さ
れ
る
。
な
お
、
警
察
庁
の
統
計
に
よ
れ
ば
、
第
二
位
は
、
静
岡
県
の
登
録
者
数
三
五
、九
五
九
人
で
あ
り
、

第
三
位
の
長
野
県
で
は
、
一
九
、九
四
五
人
の
登
録
者
数
と
な
っ
て
い
る
。

(

�)

そ
れ
以
外
に
も
様
々
な
理
由
が
あ
る
と
は
い
え
、
日
系
ブ
ラ
ジ
ル
人
子
弟
の
半
数
以
上
が
学
校
に
行
か
な
い
と
い
う
就
学
率
の
低
さ
も
、

犯
罪
抑
止
の
見
地
か
ら
は
無
視
で
き
な
い
要
因
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
日
系
ブ
ラ
ジ
ル
人
の
中
に
も
、
富
裕
層
と
貧
困
層
が
あ
り
、
特
に

貧
困
層
の
子
弟
が
公
立
学
校
の
教
育
か
ら
脱
落
す
る
こ
と
で
、
犯
罪
者
予
備
軍
に
な
っ
て
ゆ
く
構
造
が
み
ら
れ
る
。

(

�)

な
お
、
来
日
外
国
人
犯
罪
が
東
京
二
三
区
か
ら
他
地
域
に
拡
散
し
た
こ
と
で
、
単
発
的
な
特
集
記
事
や
ニ
ュ
ー
ス
は
み
ら
れ
る
も
の
の
、

こ
れ
を
め
ぐ
る
マ
ス
コ
ミ
の
論
調
が
停
滞
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
産
業
界
は
、
外
国
人
労
働
者
の
導
入
に
積
極
的
で
あ
る
が
、
愛
知
県
警
の

管
内
で
も
、
多
く
の
外
国
人
労
働
者
を
抱
え
る
自
動
車
関
連
産
業
に
お
い
て
、
治
安
の
問
題
に
対
す
る
関
心
は
低
い
。
犯
罪
抑
止
に
向
け
た

社
会
貢
献
に
対
し
て
も
、
消
極
的
な
姿
勢
が
目
立
ち
、
日
系
ブ
ラ
ジ
ル
人
の
子
弟
に
よ
る
犯
罪
・
非
行
の
防
止
に
向
け
た
基
金
の
設
立
も
進

ん
で
い
な
い
。
企
業
の
担
当
者
に
よ
れ
ば
、
す
で
に
治
安
確
保
の
た
め
多
額
の
税
金
を
払
っ
て
お
り
、
政
府
や
自
治
体
で
対
応
す
る
べ
き
問

題
と
さ
れ
る
。
な
る
ほ
ど
、
愛
知
県
で
は
、
定
住
外
国
人
と
地
域
住
民
の
同
化
策
と
し
て
、
保
見
団
地
と
い
う
成
功
例
も
あ
る
が
、
す
で
に

わが国における外国人犯罪の現状と対策
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数
年
前
の
こ
と
で
あ
る
。
当
時
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
人
第
一
世
代
を
中
心
と
し
た
防
犯
対
策
の
枠
組
み
が
構
築
さ
れ
た
も
の
の
、
そ
の
後
の
状
況

は
不
明
で
あ
っ
て
、
別
の
集
住
地
区
で
は
同
様
な
犯
罪
現
象
が
生
じ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
今
後
は
、
第
二
世
代
以
降
の
人
々
に
対
す
る

新
た
な
取
組
み
が
求
め
ら
れ
る
。

(
�)
そ
の
ほ
か
、
大
阪
府
警
内
部
の
組
織
改
革
で
は
、
総
合
対
策
本
部
や
国
際
捜
査
室
に
加
え
て
、
国
際
組
織
犯
罪
情
報
官
が
設
置
さ
れ
て

お
り
、
実
際
の
取
締
り
と
し
て
、
総
合
対
策
本
部
に
よ
る
ミ
ナ
ミ
歓
楽
街
対
策
が
進
め
ら
れ
た
点
を
特
記
す
る
べ
き
で
あ
る
。
な
お
、
四
方

・
前
掲
警
察
行
政
の
新
た
な
る
展
開
上
巻
六
六
二
頁
参
照
。

三

来
日
外
国
人
犯
罪
と
刑
事
政
策

（
１
）
犯
罪
現
象
の
推
移
と
刑
事
規
制
の
限
界

前
述
し
た
東
京
・
愛
知
・
大
阪
の
調
査
結
果
を
踏
ま
え
て
、
入
管
法
違
反
な
ど
を
除
く
一
般
刑
法
犯
の
予
防
策
に
つ
い
て
考
え
て
み

よ
う
。
ま
ず
、
来
日
外
国
人
犯
罪
を
め
ぐ
る
近
年
の
動
向
で
あ
る
が
、
平
成
七
年
か
ら
平
成
一
七
年
の
一
〇
年
間
に
お
い
て
、
取
締
り

の
強
化
に
よ
り
検
挙
件
数
は
減
少
し
た
も
の
の
、
全
体
と
し
て
は
増
加
傾
向
が
続
い
て
い
る
。
ま
た
、
来
日
外
国
人
犯
罪
の
中
で
、
中

国
人
の
占
め
る
割
合
が
激
増
し
た
背
景
に
は
、
国
際
的
な
社
会
・
経
済
環
境
の
大
き
な
変
化
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
わ
が
国
で
は
、
高

齢
化
社
会
の
到
来
と
地
域
の
過
疎
化
が
進
行
す
る
一
方
、
自
動
車
な
ど
を
利
用
し
た
犯
罪
の
広
域
化
が
進
ん
で
い
る
。
そ
の
意
味
で
も
、

押
込
み
強
盗
や
武
装
ス
リ
団
な
ど
の
よ
う
に
、
犯
罪
目
的
で
来
日
す
る
短
期
滞
在
型
外
国
人
の
取
扱
い
は
、
日
本
の
暴
力
団
と
連
携
す

る
組
織
的
犯
罪
者
の
摘
発
と
相
俟
っ
て
、
国
民
全
体
の
体
感
治
安
を
左
右
す
る
重
大
な
問
題
と
な
っ
た

(

�)

。

こ
う
し
た
治
安
状
況
の
中
で
、
犯
罪
リ
ピ
ー
タ
ー
で
あ
る
来
日
外
国
人
の
存
在
は
、
日
本
の
刑
事
司
法
が
適
切
に
機
能
し
て
い
な
い

表
れ
と
も
い
え
よ
う
。
な
る
ほ
ど
、
広
義
に
お
け
る
再
犯
の
防
止
は
、
日
本
人
の
犯
罪
で
も
数
々
の
難
問
に
直
面
す
る
た
め
、
来
日
外

国
人
犯
罪
だ
け
に
固
有
の
問
題
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
多
く
が
金
儲
け
の
た
め
に
来
日
す
る
外
国
人
は
、
他
の
合
法

論 説
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的
手
段
で
十
分
な
利
益
が
得
ら
れ
な
い
と
き
、
違
法
な
手
段
に
訴
え
る
可
能
性
が
高
い
。
と
り
わ
け
不
法
入
国
や
不
法
就
労
の
状
態
で
、

母
国
に
も
借
金
を
抱
え
て
お
り
、
困
窮
し
た
家
族
に
送
金
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
、
各
種
の
犯
罪
集
団
に
誘
引
さ
れ
る
危
険
性
は
大
き

い
と
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
以
前
の
段
階
で
犯
罪
行
動
か
ら
遠
ざ
け
る
社
会
環
境
を
整
え
る
こ
と
が
、
犯
罪
の
発
生
後
に
彼

ら
を
摘
発
す
る
方
策
よ
り
も
有
効
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い

(

�)

。

（
２
）
来
日
外
国
人
と
犯
罪
者
予
備
軍

つ
ぎ
に
、
こ
う
し
た
現
状
分
析
か
ら
、
以
下
の
よ
う
な
対
策
が
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
来
日
外
国
人
犯
罪
の
中
で
も
、
当
初
か

ら
犯
罪
目
的
で
来
日
す
る
職
業
的
犯
罪
者
の
場
合
と
、
外
国
人
労
働
者
や
留
学
生
な
ど
の
よ
う
に
、
他
の
目
的
で
入
国
し
た
場
合
に
分

け
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
際
、
単
に
ヒ
ッ
ト
ア
ン
ド
ア
ウ
ェ
イ
型
の
来
日
外
国
人
犯
罪
を
防
止
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
冒
頭
に
述

べ
た
と
お
り
、
水
際
対
策
を
整
備
す
る
ほ
か
、
国
際
的
な
捜
査
協
力
を
進
め
て
犯
罪
者
情
報
を
交
換
す
る
こ
と
が
前
提
条
件
に
な
っ
て

く
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
た
と
え
短
期
滞
在
者
で
あ
っ
て
も
、
他
の
目
的
で
入
国
し
た
人
々
が
犯
罪
者
に
転
化
す
る
パ
タ
ー
ン
で
は
、

受
入
れ
側
の
生
活
環
境
に
も
配
慮
し
た
対
策
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
世
間
を
騒
が
せ
た
福
岡
一
家
殺
人
事
件
に
先
行

す
る
山
形
県
母
娘
殺
傷
事
件
で
は
、
地
元
暴
力
団
の
黒
幕
が
関
与
し
た
と
さ
れ
る

(

�)

。
す
な
わ
ち
、
自
動
車
盗
や
自
販
機
荒
ら
し
と
異
な

り
、
空
き
巣
狙
い
や
押
込
み
強
盗
で
は
、
被
害
者
の
資
産
状
態
や
地
元
の
地
理
に
不
案
内
の
来
日
外
国
人
が
、
た
だ
ち
に
こ
れ
ら
の
犯

行
を
繰
り
返
し
成
功
さ
せ
る
の
は
難
し
い
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
目
標
と
な
る
被
害
者
や
逃
走
経
路
に
関
す
る
情
報
を
入
手
し
た
り
、

盗
難
物
品
を
換
金
す
る
た
め
に
は
、
周
辺
の
事
情
に
通
じ
た
日
本
人
協
力
者
の
存
在
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
最
近
で
は
、「
引
出
し

屋
」
や
「
出
し
子
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
日
本
人
の
関
与
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
犯
罪
者
予
備
軍
と
し
て
、
犯
行
道
具
や
隠
れ
場
所
を
提
供
す
る
外
国
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
存
在
す
る
こ
と
に
も
注
意
し
な

わが国における外国人犯罪の現状と対策
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け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
そ
う
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
中
か
ら
、
一
部
の
外
国
人
が
凶
悪
犯
罪
の
実
行
担
当
者
と
し
て
、
正
規
の

犯
罪
者
集
団
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
の
を
考
え
る
な
ら
ば
、
犯
罪
目
的
で
来
日
す
る
外
国
人
が
、
そ
れ
以
外
の
外
国
人
を
巻
き
込
ん
で
犯

行
に
及
ぶ
の
を
阻
止
す
る
こ
と
が
重
要
と
な
っ
て
く
る
。
そ
の
際
、
組
織
的
犯
罪
者
が
同
国
人
と
接
触
し
て
犯
行
に
誘
引
す
る
の
を
防

ぐ
一
方
、
す
で
に
日
本
国
内
で
形
成
さ
れ
た
犯
罪
者
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
解
体
す
る
と
い
う
両
面
作
戦
が
必
要
と
な
る
。
こ
れ
は
、
国
際

的
組
織
犯
罪
に
向
け
ら
れ
た
対
策
と
も
重
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
ヒ
ッ
ト
ア
ン
ド
ア
ウ
ェ
イ
型
の
犯
罪
で
さ
え
も
、
地
理

不
案
内
の
外
国
人
が
、
入
国
後
た
だ
ち
に
犯
行
を
始
め
る
の
は
各
種
の
リ
ス
ク
が
あ
る
た
め
、
通
常
は
、
土
地
勘
の
あ
る
協
力
者
に
加

え
て
、
盗
品
の
売
買
ル
ー
ト
や
国
外
へ
の
送
金
手
段
な
ど
、
犯
罪
に
必
要
な
情
報
を
収
集
し
た
上
で
実
行
に
及
ぶ
こ
と
に
な
る
。
過
去

の
事
例
で
は
、
こ
う
し
た
職
業
的
犯
罪
者
を
不
法
滞
在
者
が
補
助
す
る
場
合
の
ほ
か
、
多
額
の
借
金
を
抱
え
て
失
業
し
た
外
国
人
が
、

現
場
の
実
行
担
当
者
と
し
て
凶
行
に
借
り
出
さ
れ
る
ケ
ー
ス
も
少
な
く
な
い
。
ま
さ
し
く
、
こ
れ
ら
の
複
合
的
要
因
や
人
的
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
の
連
鎖
を
断
ち
切
る
こ
と
な
し
に
は
、
実
効
性
の
あ
る
取
締
り
は
難
し
い
で
あ
ろ
う
。

（
３
）
犯
罪
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
分
断

さ
て
、
来
日
外
国
人
犯
罪
の
中
で
も
、
中
国
人
に
よ
る
犯
罪
に
あ
っ
て
は
、
同
郷
者
間
の
つ
な
が
り
が
重
視
さ
れ
て
き
た
。
な
ぜ
な

ら
ば
、
日
本
国
内
で
前
述
し
た
犯
罪
組
織
が
結
成
さ
れ
る
と
き
、
同
郷
者
や
親
戚
な
ど
の
地
縁
・
血
縁
に
も
と
づ
く
こ
と
が
多
く
、
特

に
不
法
就
労
者
や
留
学
生
が
異
国
で
孤
立
し
て
い
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
犯
罪
者
集
団
か
ら
の
勧
誘
に
応
じ
や
す
い
と
考
え
ら
れ
る

か
ら
で
あ
る

(

�)

。
も
ち
ろ
ん
、
職
場
の
同
僚
や
留
学
生
同
士
の
つ
な
が
り
が
犯
行
の
起
点
と
な
る
場
合
も
あ
ろ
う
が
、
最
近
で
は
、
中
国

の
犯
罪
組
織
と
地
元
の
暴
力
団
が
連
携
・
協
力
す
る
事
例
が
増
え
て
い
る
。
例
え
ば
、
日
本
の
暴
力
団
構
成
員
が
中
国
人
の
窃
盗
グ
ル

ー
プ
と
共
謀
し
て
、
押
込
み
強
盗
な
ど
の
犯
行
を
繰
り
返
す
こ
と
が
多
い
と
さ
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
犯
行
全
体
を
指
揮
す
る
首
謀
者

論 説
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と
実
行
担
当
者
は
、
来
日
中
国
人
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
運
び
屋
や
情
報
屋
に
つ
い
て
は
、
地
元
暴
力
団
が
人
材
を
供
給
す
る
仕
組
み

に
な
っ
て
い
る
。
か
よ
う
に
し
て
、
来
日
外
国
人
犯
罪
と
暴
力
団
の
つ
な
が
り
が
、
不
法
滞
在
者
の
増
加
や
他
の
重
大
犯
罪
を
誘
発
す

る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
歓
楽
街
に
お
け
る
来
日
外
国
人
の
犯
罪
組
織
が
、
警
察
当
局
の
取
締
り
強
化
に
よ
り
地
方
都
市
に
逃
れ
た
こ

と
で
、
各
地
域
の
暴
力
団
と
接
触
す
る
機
会
が
増
え
た
と
も
い
え
よ
う
。

こ
う
し
た
組
織
的
犯
罪
に
対
し
て
は
、
従
来
、
警
察
当
局
に
よ
る
各
種
の
取
組
み
が
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
組
織
的
犯
罪
処
罰

法
の
三
条
か
ら
七
条
に
規
定
さ
れ
た
加
重
処
罰
規
定
が
、
来
日
外
国
人
犯
罪
に
適
用
さ
れ
た
例
は
、
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
な
い
。
そ
の

背
景
と
し
て
、
複
数
人
が
関
与
し
た
犯
行
に
あ
っ
て
も
、
実
行
犯
以
外
の
組
織
的
関
与
が
あ
っ
た
こ
と
を
立
証
す
る
の
は
極
め
て
困
難

で
あ
る
と
い
う
事
情
が
存
在
す
る

(
�)

。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
犯
罪
組
織
の
本
拠
地
が
日
本
国
外
に
あ
る
た
め
、
そ
の
実
態
を
解
明
す
る

の
が
難
し
い
点
に
加
え
て
、
実
行
担
当
者
は
母
国
に
い
る
家
族
に
危
害
が
及
ぶ
の
を
恐
れ
て
、
絶
対
に
事
件
関
係
者
の
こ
と
を
口
外
し

な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
の
犯
罪
者
集
団
が
、
日
本
国
内
で
孤
立
し
て
い
る
外
国
人
労
働
者
や
留
学
生
を
利
用
す
る
例
が

少
な
く
な
い
と
す
れ
ば
、
今
後
は
、
犯
罪
目
的
以
外
の
来
日
外
国
人
を
日
本
社
会
に
同
化
さ
せ
る
試
み
が
必
要
不
可
欠
と
な
る
で
あ
ろ

う

(

�)

。
例
え
ば
、
外
国
人
留
学
生
の
通
う
学
校
を
犯
罪
・
非
行
の
土
壌
と
し
な
い
た
め
に
も
、
東
京
都
の
よ
う
に
、
教
育
現
場
で
日
本
社

会
に
融
和
さ
せ
る
試
み
が
有
効
で
あ
る
。
ま
た
、
外
国
人
労
働
者
の
第
二
世
代
に
あ
た
る
若
年
層
に
つ
い
て
は
、
学
校
の
受
入
れ
態
勢

を
整
え
る
こ
と
が
前
提
で
あ
り
、
彼
ら
が
犯
罪
予
備
軍
に
な
る
の
を
防
ぐ
意
味
で
、
外
国
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
日
本
社
会
か
ら
閉
ざ
さ

れ
た
集
団
に
し
な
い
工
夫
が
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

他
方
、
組
織
的
犯
罪
者
な
い
し
職
業
的
犯
罪
者
に
対
し
て
は
、
警
察
や
司
法
に
よ
る
厳
正
な
対
処
が
有
効
な
防
止
策
で
あ
る
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
、
そ
の
前
提
条
件
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
犯
罪
者
を
水
際
で
阻
止
す
る
と
と
も
に
、
日
本
国
内
で
は
、
ヒ
ッ
ト

ア
ン
ド
ア
ウ
ェ
イ
型
の
組
織
的
犯
罪
者
を
確
実
に
摘
発
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
（｢
摘
発
に
優
る
予
防
な
し｣)

。
こ
れ
に
対
し
て
、
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近
未
来
に
お
け
る
来
日
外
国
人
犯
罪
の
抑
止
に
あ
っ
て
は
、
組
織
的
犯
罪
者
以
外
の
外
国
人
に
対
す
る
「
共
生
の
た
め
の
犯
罪
学
」
が

必
要
で
あ
る
。
最
近
に
な
っ
て
導
入
さ
れ
つ
つ
あ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ポ
リ
ー
シ
ン
グ
も
、
単
な
る
住
民
相
互
の
監
視
体
制
に
終
わ
っ

て
は
な
ら
な
い

(

�)

。
ま
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
で
は
、
外
国
人
労
働
者
や
定
住
外
国
人
の
第
二
世
代
に
よ
る
犯
罪
増
加
が
社
会
問
題
と
な

っ
て
お
り
、
わ
が
国
の
日
系
ブ
ラ
ジ
ル
人
子
弟
に
よ
る
犯
罪
と
同
じ
く
、
移
民
を
受
け
入
れ
た
先
進
諸
国
に
と
っ
て
共
通
の
課
題
で
あ

る
と
い
え
よ
う
。
か
よ
う
な
意
味
で
、
組
織
的
犯
罪
の
取
締
り
と
そ
の
予
備
軍
と
な
り
う
る
若
年
層
の
同
化
（
な
い
し
再
統
合
）
と
い

う
要
素
は
、
来
日
外
国
人
犯
罪
の
対
策
を
め
ぐ
る
経
験
や
知
識
が
、
今
後
、
日
本
人
の
少
年
犯
罪
・
非
行
や
暴
力
団
対
策
に
も
妥
当
す

る
部
分
が
あ
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
す
な
わ
ち
、
来
日
外
国
人
犯
罪
に
対
す
る
取
組
み
の
多
く
は
、
国
際
的
な
問
題
で
あ
る
と
同
時
に
、

国
内
に
お
け
る
刑
事
政
策
に
も
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う

(

�)

。

[

追
記]

な
お
、
本
研
究
は
、
平
成
一
七
年
度
お
よ
び
一
八
年
度
に
わ
た
り
、「
外
国
人
犯
罪
の
研
究
」
を
統
一
テ
ー
マ
と
し
て
、

セ
コ
ム
科
学
技
術
振
興
財
団
よ
り
研
究
助
成
を
受
け
た
こ
と
を
記
し
て
、
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

(

�)

な
お
、
来
日
外
国
人
に
よ
る
犯
罪
で
特
に
多
い
も
の
を
列
挙
す
る
な
ら
ば
、
不
法
入
国
な
ど
の
入
管
法
違
反
の
ほ
か
、
カ
ー
ド
犯
罪
を

含
む
偽
造
罪
、
乗
り
物
盗
を
含
む
強
窃
盗
、
薬
物
売
買
や
銃
器
の
取
引
の
よ
う
に
、
い
ず
れ
も
金
銭
獲
得
の
手
段
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に

対
し
て
、
殺
人
罪
や
傷
害
罪
な
ど
の
粗
暴
犯
に
つ
い
て
は
、
日
本
人
に
よ
る
犯
罪
と
比
較
し
て
顕
著
な
特
徴
は
見
出
せ
な
い
。

(

�)

も
ち
ろ
ん
、
韓
国
人
の
武
装
ス
リ
団
が
日
本
で
同
種
の
犯
行
を
繰
り
返
す
理
由
と
し
て
、
日
本
国
民
の
危
機
意
識
の
乏
し
さ
が
あ
る
。

例
え
ば
、
高
齢
者
が
多
額
の
現
金
を
持
ち
歩
く
習
慣
が
、
外
国
人
犯
罪
者
を
呼
び
寄
せ
る
要
因
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
ク
レ
ジ
ッ
ト

カ
ー
ド
に
対
す
る
利
用
者
の
ず
さ
ん
な
管
理
の
実
態
も
、
カ
ー
ド
犯
罪
を
増
加
さ
せ
る
契
機
と
な
っ
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
今
後
は
、
こ

う
し
た
生
活
習
慣
を
改
め
る
こ
と
も
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

(

�)

な
お
、
こ
う
し
た
個
別
的
事
件
を
取
り
挙
げ
た
文
献
は
、
多
数
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
多
く
は
社
会
学
者
に
よ
る
数
量
的
分
析
や
マ

論 説
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ス
コ
ミ
関
係
者
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
で
あ
る
が
、
外
国
人
犯
罪
に
対
す
る
国
民
の
高
い
関
心
を
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
莫
邦
富

『
蛇
頭
（
ス
ネ
ー
ク
ヘ
ッ
ド)』

（
平
一
一)

、
瀬
戸
弘
幸
『
外
国
人
犯
罪

外
国
人
犯
罪
の
全
貌
に
迫
る
』(

平
一
二)

、
富
坂
聡
『
潜
入

在
日
中
国
人
の
犯
罪
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
』(

平
一
五)

、
田
村
建
雄
『
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
外
国
人
犯
罪

金
の
た
め
な
ら
命
は
い
ら
な
い
』

(
平
一
六)

、
森
田
靖
郎
『
中
国
人
犯
罪
グ
ル
ー
プ

下
見
・
実
行
・
換
金
』(

平
一
六)

、
岩
男
壽
美
子
『
外
国
人
犯
罪
者

彼
ら
は
何

を
考
え
て
い
る
の
か
』(

平
一
九
）
な
ど
が
あ
る
。

(

�)

張
荊
・
前
掲
書
一
三
〇
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(

�)

小
川
新
二
・
前
掲
現
代
刑
事
法
三
巻
九
号
一
九
頁
。

(

�)

外
国
人
犯
罪
に
お
け
る
日
本
人
の
共
犯
者
と
こ
れ
ら
の
犯
罪
グ
ル
ー
プ
を
分
断
す
る
方
策
と
し
て
、
犯
罪
目
的
で
入
国
す
る
不
良
外
国

人
の
選
別
に
加
え
て
、
不
法
滞
在
の
末
に
犯
罪
を
選
択
し
た
来
日
外
国
人
と
そ
れ
以
外
の
来
日
外
国
人
を
、
厳
格
に
区
別
す
る
こ
と
が
出
発

点
と
な
る
。
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、
不
法
滞
在
や
不
法
就
労
は
本
稿
の
検
討
対
象
か
ら
除
外
し
た
が
、
右
の
見
地
か
ら
は
、
不
法
滞
在
者

を
減
ら
す
一
方
、
外
国
人
労
働
者
を
正
規
の
労
働
力
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
で
、
彼
ら
が
犯
罪
集
団
に
取
り
込
ま
れ
る
の
を
防
ぐ
必
要
が

あ
ろ
う
。

(

�)

な
お
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
に
お
け
る
多
文
化
共
生
の
取
り
組
み
と
し
て
、
三
つ
の
柱
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
地
域
住
民

の
理
解
を
得
る
こ
と
、
②
言
葉
の
壁
を
低
く
す
る
こ
と
、
③
行
政
な
ど
の
公
的
機
関
に
よ
る
情
報
提
供
の
機
会
を
整
備
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
し
た
事
情
は
、
今
回
の
共
同
研
究
の
一
環
と
し
て
、
二
〇
〇
七
年
三
月
一
日
に
慶
應
義
塾
大
学
で
開
催
さ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
、
ヴ

ィ
ー
ブ
ケ
・
シ
ュ
テ
ッ
フ
ェ
ン
博
士
の
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
外
国
人
犯
罪
の
現
状
と
対
策
」
と
題
す
る
報
告
の
中
で
も
言
及
さ
れ
た
と
こ
ろ

で
あ
る
。

(

�)

そ
の
ほ
か
、
今
後
は
、
被
害
者
と
し
て
の
外
国
人
に
つ
い
て
も
、
犯
罪
学
の
見
地
か
ら
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
来
日

外
国
人
犯
罪
の
中
に
は
、
し
ば
し
ば
、
同
国
人
同
士
で
殺
人
や
誘
拐
な
ど
が
繰
り
返
さ
れ
る
た
め
、
こ
う
し
た
現
象
を
捉
え
て
、
民
族
間
犯

罪
（in

te
r-racial

crim
e

）
と
民
族
内
犯
罪
（in

tra-racial
crim

e

）
と
い
う
概
念
を
用
い
て
説
明
す
る
学
説
も
み
ら
れ
る
。
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